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第１章 点検評価結果の概要
１ 趣旨説明

山県市教育委員会では「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条の規定に

基づき、令和３年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検

評価を行い、その結果に関する報告を行うものです。

なお、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に規定されている教育委員会の職

務権限は下記のとおりです。

【参考】

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) 抜粋」

(教育委員会の職務権限)

第21条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるも

のを管理し、及び執行する。

（1） 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校

その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。

（2） 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育

財産」という。)の管理に関すること。

（3） 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免そ

の他の人事に関すること。

（4） 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に

関すること。

（5） 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び

職業指導に関すること。

（6） 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

（7） 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

（8） 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

（9） 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生

及び福利に関すること。

（10） 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

（11） 学校給食に関すること。

（12） 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

（13） スポーツに関すること。

（14） 文化財の保護に関すること。

（15） ユネスコ活動に関すること。

（16） 教育に関する法人に関すること。

（17） 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

（18） 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
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（19） 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する

事務に関すること。

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等

に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行

い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなけれ

ばならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する

者の知見の活用を図るものとする。

２ 点検評価の実施について

教育委員会は、「山県市教育委員会点検評価実施要綱」に基づき、令和３年度の教育委

員会の事務事業等について、次の内容の点検・評価を実施しました。

（１）教育委員会の活動状況等

教育委員会会議の実施状況、調査活動の実施等について

（２）事務の管理及び執行の状況

「山県市の教育振興基本計画」に示す施策の執行状況及びその成果について

＜評価について＞

上記項目について、次の４区分により、その達成度の評価を行いました。

なお、地教行法第２６条第２項に規定されている「教育に関し学識経験を有する者の知

見の活用」については、「山県市教育委員会点検評価委員会設置要綱」に基づき、評価委

員会を設置し、評定結果に対する意見の聴取を行いました。

評 定 内 容

Ａ 順調に達成しているもの

Ｂ おおむね順調に達成しているもの

Ｃ 達成見込みであるが課題があるもの

Ｄ 順調でないもの
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３ 点検評価結果について

（１）点検評価結果全体の概要

◇教育委員会の活動状況

◇事務事業の執行状況（全５１項目について評価）

①教育委員会会議の状況 ・・・・・・・ 順調に達成している （Ａ）

②調査活動の状況 ・・・・・・・・・・ 順調に達成している （Ａ）

Ａ 順調に達成しているもの ２３／４６項目（５０％）

Ｂ おおむね順調に達成しているもの １４／４６項目（３０％）

Ｃ 達成見込みであるが課題があるもの ３／４６項目（ ７％）

Ｄ 順調でないもの ２／４６項目（ ４％）

－ 実施を中止したもの ４／４６項目（ ９％）
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（２）分野ごとの点検評価結果

令和３年度の重点施策別の点検評価結果は、下記のようになりました。

重点目標１ （10 項目） Ａ 順調に達成しているもの ６ 項目

「次代が求める学ぶ力を育

む教育の推進」

Ｂ おおむね順調に達成しているもの １ 項目

Ｃ 達成見込みであるが課題があるもの ０ 項目

Ｄ

―

順調でないもの

実施を中止したもの

０

３

項目

項目

重点目標２ （11 項目） Ａ 順調に達成しているもの ７ 項目

「多様な学びを支援・開

発・研究する教育体制の充

実」

Ｂ おおむね順調に達成しているもの ３ 項目

Ｃ 達成見込みであるが課題があるもの ０ 項目

Ｄ 順調でないもの １ 項目

― 実施を中止したもの ０ 項目

重点目標３ （10 項目） Ａ 順調に達成しているもの ２ 項目

「山県への愛着をもち、世

界に視野を広げ活躍する人

材の育成 」

Ｂ おおむね順調に達成しているもの ６ 項目

Ｃ 達成見込みであるが課題があるもの ０ 項目

Ｄ

―

順調でないもの

実施を中止したもの

１

１

項目

項目

重点目標４ （10 項目） Ａ 順調に達成しているもの ５ 項目

「学びを支援する安全・安

心な教育環境づくり」

Ｂ おおむね順調に達成しているもの ３ 項目

Ｃ 達成見込みであるが課題があるもの

順調でないもの

実施を中止したもの

２ 項目

Ｄ

―

０

０

項目

項目

重点目標５ （5 項目） Ａ 順調に達成しているもの ３ 項目

「働き方改革と教職員の資

質・能力の向上」

Ｂ おおむね順調に達成しているもの １ 項目

Ｃ 達成見込みであるが課題があるもの １ 項目

Ｄ 順調でないもの ０ 項目

― 実施を中止したもの ０ 項目
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（３）事業ごとの評価一覧表

「山県市教育振興計画」に示された「重点目標」「主要施策」「年度指標」に伴い、令和

３年度の「実施事業」の評価を行いました。「実施事業」の評価は、以下のとおりです。

【重点目標１】次代が求める学ぶ力を育む教育の推進

主要施策１ 教科アクティブラーニングの実践研究の推進 評価

(１) 主体的・対話的で深い学びにつながる教材の開発事業 Ａ

(２) ICT 整備活用事業 Ａ

(３) ラウンドテーブル教室の整備事業 Ａ

主要施策２ STEAM 教育・小学校教科担任制の推進 評価

(４) 防災科学教育の実施事業 -

(５) 小学校高学年専科教員の配置事業

(６) 多様な教科学習支援員の配置事業

(７) １人１実験等の教材備品の充実事業

Ａ

Ａ

Ａ

主要施策３ 豊かな人間性を育むリアルな体験学習や人権教育の充実 評価

(８) 自然体験学習の充実事業 -

(９) 人権教育の充実事業

(10) 起業家教育の開発事業

Ｂ

-

【重点目標２】多様な学びを支援・開発・研究する教育体制の充実

主要施策４ 個のニーズに対応する特別支援教育の充実 評価

(11) 関係機関との連携・切れ目のない支援の充実事業 Ｄ

(12) 通級指導教室の拡充と担当教員の養成事業 Ｂ

(13) ICT を活用した支援事業 Ａ

主要施策５ 高等学校・大学等との連携学校適正規模化の推進 評価

(14) 未来塾・放課後子ども教室の充実事業

(15) 山県高等学校との連携事業

(16) 学習開発や教職員研修に係る大学連携の充実事業

Ｂ

Ｂ

Ａ

主要施策６ 小規模校の魅力化推進 評価

(17) 交流・遠隔授業の拡大事業 Ａ

(18) 適正規模等検討の実施事業 Ａ

(19) 異年齢学習の実践研究事業 Ａ

主要施策７ いじめ等の未然防止と対応の徹底 評価

(20) 「スクールワイド PBS」の実施事業 Ａ

(21) いじめ防止対策推進法に則った組織的な対応及び評価事業 Ａ
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【重点目標３】山県への愛着をもち、世界に視野を広げ活躍する人材の育成

主要施策８ 地域の未来を考えるキャリア教育の推進 評価

(22) キャリアパスポートの作成・活用事業 Ａ

(23) 中学生職場体験週間の実施事業 -

主要施策９ 文化施設と学校の連携による文化ゾーンの活性化 評価

(24) 学校連携型の展示と体験型美術館の開発事業 Ａ

(25) 部活動連携型の舞台芸術の推進事業 Ｂ

主要施策 10 山県市の歴史的文化財（大桑城跡）の活用 評価

(26) 大桑城跡の国指定活用推進事業 Ｂ

(27) デジタルアーカイブ資料の作成事業

(28) 「子ども学芸員」の組織化事業

Ｂ

Ｄ

主要施策 11 山県市部活動の活性化の推進

(29) 「山県市合同部活動」の設置事業

(30) 小中学校の教員による教育的運営事業

(31) ＴＳＣとの連携による個性化実現事業

評価

Ｂ

Ｂ

Ｂ

【重点目標４】学びを支援する安全・安心な教育環境づくり

主要施策 12 山県市図書館の活性化の推進 評価

(32) 市内図書館の蔵書管理の一元化事業 Ｂ

(33) 就学前支援図書館の機能構築事業 Ａ

主要施策 13 予防的施設管理の充実 評価

(34) 避難所機能充実事業（体育館） Ａ

主要施策 14 法に基づく安全・安心な学校教育の実施 評価

(35) 熱中症等の対策に係る時期・時間・内容の改善事業 Ａ

(36) 重大事故への予防事業 Ｃ

(37) いじめ防止基本方針等の実効性点検事業 Ａ

主要施策 15 地域の教育力を生かしたパートナーシップの充実 評価

(38) 地域の実情を生かしたＣＳと地域学校協働活動本部の連携強化事業 Ｂ

(39) 持続可能な部活動を目指す地域連携事業

(40) 学校支援パートナーの開発事業

(41) 子ども文化クラブとの連携による個性化構築事業

Ｃ

Ｂ

Ａ



- 7 -

【重点目標５】働き方改革と教職員の資質・能力の向上

主要施策 16 ワーク・ライフ・チョイスによる教師力向上 評価

(42) 統合型校務支援システムの導入事業 Ａ

(43) 電子黒板、デジタル教科書等ＩＣＴ環境の整備事業

(44) WEB 会議システムによる遠隔会議の実施事業

Ａ

Ａ

(45) 主体的研修事業

(46) 学校事務の共同実施による効率化事業

Ｃ

Ｂ
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第２章 各事務事業の点検評価シート

様式第 1 号 教育委員会の活動状況 点検評価シート 山県市教育委員会

容項目 実 績 成果（〇）・課題（●） 評価

教育委員会会議の実施状況

○開催回数

・令和２年度定例会議 ７回（降雪のため書面表決１

回）、臨時会議１回（新型コロナウイルス感染症対策の

ため書面表決）

・令和３年度定例会議 ９回

○審議件数

・令和２年度 議決１７件、承認９件、報告１件

・令和３年度 議決２２件、承認１６件、報告１件

○市総合教育会議

・令和２年度 １回

・令和３年度 １回

○意見交流会

・令和２年度 １回

・令和３年度 １回

○新型コロナウイルス感染症対策について協議

の上で、休業等の対応を実行できた。

○山県市いじめ問題対策連絡協議会等条例につ

いて、審議を重ねることができた。

○学校の規模に関するアンケート調査の内容に

ついて、審議を重ねることができた。

○総合教育会議が開催され、「困り感を持った子

どもたちの現状」「山県の教育のブランディング」

について、市長部局との情報交換ができた。

Ａ

調査活動の状況等

○視察調査

・市内視察

令和２年度 学校訪問１校（高富中学校）

令和３年度 学校長講話１校（大桑小学校）

生涯学習施設（文化の里 古田紹欽記念

館・美術館「高畠純の絵本原画展」）

・市外視察（岐阜県市町村教育委員会連合会研究総会参

加）

令和２年度 山県市（新型コロナウイルス感染症

対策により中止）

令和３年度 山県市（オンライン開催）

○学校長の講話を聴講することで、学校の特色あ

る教育実践を把握することができた。

○生涯学習施設の企画展示等を視察することで、

施設の現状や魅力について認識することができ

た。

Ａ
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

1 主体的・対話的
で深い学びにつ
ながる教材の開
発事業

・小学校の「合科的・関連
的な指導」、中学校の「教
科等横断的な学習」の具体
的教材を作成する。

□中学校用学習教材１
つ作成

学
校
教
育
課

・「大桑城」を題材とした導
入の動画教材を、小学校用・
中学校用ともに作成した。
小学校教材７点　　　　　　
中学校教材６点　　　　　　　　　　　　　　　　

○小学校６年生を対象にした
「山と歴史の学校」事業への
発展が具体化された。

Ａ

2 ICT整備活用事
業

・校内のどこでもICTを活
用できる環境を整備する。
・児童生徒及び教職員に１
人１台ＰＣを整備する。

□児童生徒１人１台PC
整備50％

学
校
教
育
課

児童生徒１人１台PC整備率
100％以上
児童生徒用(予備機含):1,811
台
教職員：199台

○整備率100％を達成したと
ともに予備機を配備すること
で、端末の急な故障・破損に
も対応できた。
●全家庭の持ち帰り学習に向
け、自宅にWifi環境がない・
通信に制限がある（テザリン
グ等）家庭への対応について
検討が必要。

Ａ

3 ラウンドテーブ
ル教室の整備事
業

・児童生徒が対等な関係性
の中で、自分の考えを出し
合い、新たな価値をデザイ
ンする学習環境を整備す
る。

□1校実施

学
校
教
育
課

・ラウンドテーブル教室
（ダ・ビンチルーム）の設置
校　7校

〇教科学習、学級活動、児童
会・委員会活動等でダ・ビン
チルームを活用し、話し合い
活動や協働活動を推進した。
●ラウンドテーブルの増設が
必要。平成４年度で全校に配
備予定。 Ａ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

次
代
が
求
め
る
学
ぶ
力
を
育
む
教
育
の
推
進

⑴　

教
科
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
実
践
研
究
の
推
進
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

4 防災科学教育の
実施事業

・児童生徒が「問い」を立
て、検証していく科学的学
習を推進する。

□1校実施

学
校
教
育
課

・実施なし ●防災について、講師を招い
て、住んでいる地域で起こり
うる地震・水害についての学
習会を実施している学校があ
る。これらきっかけとして、
「問い」を立て検証へつなぐ
学習の道筋を明らかにする必
要がある。　　　　　　　　
○令和４年度より準備のため
の支援員１名を配置

－

5 小学校高学年専
科教員の配置事
業

・小学校高学年における教
科担任制の実施により、確
かな知識・技能の習得と教
員の働き方改革を推進す
る。

□教科担任制の拡充
（加配教員の活用）

学
校
教
育
課

小学校専科指導教員として、
令和２年度より１名増員し、
３名（理科、図画工作、書
写）を配置し、理科と図画工
作担当教員は３校、書写担当
教員は５校で教科担任として
指導した。

〇図画工作や書写では専科教
員の指導により、質の高い作
品を仕上げることができた。
〇理科では、知識や技能を高
める授業を実施するととも
に、学級担任の時間数軽減を
図ることができた。（担当学
級において、それぞれ３時間
減）
●今後増員を計画的に進める
必要がある。

Ａ

6 多様な教科学習
支援員の配置事
業

・教員免許をもつ教科学習
支援員の活用を推進する。

□教科学習支援員（６
名）の配置

学
校
教
育
課

・教科学習支援員（特別教育
サポーター）を小学校６校に
６名配置した。（理科、図
工、外国語活動等）

〇特別教育サポーターが保有
する免許教科や得意とする教
科を中心に指導することによ
り、より確かな知識や技能を
身につけることができた。）
●サポーターの高齢化が進ん
でおり、質を担保した上での
人員の確保が課題である。

Ａ

7 １人１実験等の
教材備品の充実
事業

・理科学習支援員を配置
し、１人１実験、１レポー
トの学習を推進する。

□１人１実験のための
備品整備　学年１実験

学
校
教
育
課

各学校からの要望により、小
中学校の理科備品を更新し
た。

○１人１実験ができる数量の
理科備品を整備できた。

Ａ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

次
代
が
求
め
る
学
ぶ
力
を
育
む
教
育
の
推
進

⑵　

S
T
E
A
M
教
育
・
小
学
校
教
科
担
任
制
の
推
進
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

8 自然体験学習の
充実事業

・地元の自然を生かしたダ
イナミックで体験的な学習
活動を学校ごとに企画す
る。

□全小学校５年生を対
象に実施

学
校
教
育
課

・各学校での企画ではなく、
市教育委員会で企画し実施す
るよう方向転換する。

●全小学校５年生を対象に、
美山の自然を体験する中でふ
るさとを学ぶ「やまがた森と
川の学校」を企画した。しか
し、コロナ禍により、６月実
施を延期し、９月実施を試み
たが、中止となった。
●令和４年度は、６月に泊な
しで各校３日間ずつ実施予
定。

－

9 人権教育の充実
事業

・ボランティア活動等によ
り、様々な人とのコミュニ
ケーションを通して、「違
い」や「よさ」を認め、
「自己肯定感」や「自己有
用感」の育成を図る。

□「自分にはよいところ
がある、役に立ってい
る」と思う割合７0％

学
校
教
育
課

小学校：７７％
中学校：７９％
（質問紙調査「自分にはよい
ところがあると思いますか」
より）

○全小中学校で実施している
「よいことみつけ」を、「取
組の可視化」「全校の組織で
の取組」というスクールワイ
ドPBSの観点からも実践し
た。
●ボランティア活動等一人一
人に活躍の場を与えて、見守
り、やり遂げさせる。

Ｂ

10 起業家教育の開
発事業

・地域人材を活用した起業
家教育を推進し、「新たな
ものに挑戦すること」と
「失敗すること」を経験す
る中で、将来の夢や目標を
育む。

□将来の夢や目標を
持っている児童生徒の
割合70％

学
校
教
育
課

「将来の夢や目標を持ってい
る」生徒質問紙調査

小学校　７４％

中学校　７５％

●児童生徒及び保護者を対象
に講演会「プロフェッショナ
ルの哲学に学ぶ」を予定して
いたが、感染予防のため実施
に至らなかった。

－

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

次
代
が
求
め
る
学
ぶ
力
を
育
む
教
育
の
推
進

⑶　

豊
か
な
人
間
性
を
育
む
リ
ア
ル
な
体
験
学
習
や
人
権
教
育
の
充
実
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

11 関係機関との連
携・切れ目のな
い支援の充実事
業

・児童生徒の困り感に対応
できる組織や機関を整備
し、家庭との連携を継続的
に図りながら、実効性のあ
る取組みを推進する。

□｢子ども支援セン
ター」設置計画案の作
成（令和２年度の目標）

学
校
教
育
課

・「子ども支援センター」は
未設置

●令和２年度指標の「子ども
支援センター」設置計画案の
作成が実施できていない状況
であるため、不登校児童生徒
の実態から現実的対応策が必
要。まず、令和４年度指標に
「子ども支援センター」設置
計画案の作成、令和５年度指
標を「子ども支援センター」
設置とする。
○総合教育会議で必要性につ
いて協議できた。

Ｄ

12 通級指導教室の
拡充と担当教員
の養成事業

・通級指導教室の指導者の
育成を図る。
・中学校の通級指導教室の
開設を推進する。
・巡回型の教室開設を拡大
する。

□全小学校通級指導
教室の開設
□中学校通級指導教
室の開設
□通級指導教室が担
当できる教員養成１名

学
校
教
育
課

・小学校通級指導教室設置校
は、９校中６校。
・中学校通級指導教室設置校
は、３校中３校
・通級指導教室担当者は、３
人から４人に増員。

○１年間に数回、「山県市通
級指導教室担当者会議」をひ
らき、担当者と指導教諭が集
まり、情報交換をしたり、指
導を受けたりする場を設け
た。
●「言語通級指導教室」の
ニーズもあるため、各校の実
態を把握し、開設の計画を進
める。

Ｂ

13 ICTを活用した
支援事業

・特別支援学級の児童生徒
へのＩＣＴ機器の整備、デ
ジタル教材の活用を最優先
に進める。

□特別支援学級１人１
台PC整備100％

学
校
教
育
課

特別支援学級の児童生徒１人
１台PC整備率100％以上

○整備率100％を達成したと
ともに予備機を配備すること
で、端末の急な故障・破損に
も対応できた。

Ａ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

多
様
な
学
び
を
支
援
・
開
発
・
研
究
す
る
教
育
体
制
の
充
実

⑷　

個
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
特
別
支
援
教
育
の
充
実
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

14 未来塾・放課後
子ども教室の充
実事業

・効果の検証を踏まえ、充
実・発展の施策を講ずる。

（成果の検証）

生
涯
学
習
課

【未来塾「Fight　Basic」】
対象：中学生・高校1年生
参加者：43人（前年比:8人増）
学習支援員：4人
学生ボランティア：3人
【放課後子ども教室「Study　Habit教
室」】
対象：小学3年生の希望者　128人
参加率：73.1％（前年比1.01％増）
学習支援員：9人
学生ボランティア：3人
・ぎふ地域学校協働活動センターをと
おして学生ボランティアの募集を行っ
た。

【未来塾「Fight　Basic」】
○個々に合わせた学習支援を行って
おり、基礎学力・学習習慣の定着に
つながっている。
●まなびサポーター（学習支援員）
の確保が困難。
【放課後子ども教室「Study　Habit
教室」】
○基礎学習・学習習慣の定着につな
がった。
●まなびサポーター（学習支援員）
や学生ボランティアの人員確保が困
難。

Ｂ

15 山県高等学校と
の連携事業

・山県高等学校と市内中学
生による地域行事の企画・
運営等、新たな未来塾をデ
ザインし実施する。

□実施計画策定

生
涯
学
習
課

・実施計画の策定に至らなかっ
たが、山県高校と連携事業とし
て、山県高校を訪問し、情報交
換を行い、将来を見据えて計画
的に進めていく事を確認した。

○令和4年度に山県高校の生徒
が、市内小学校の「Study　
Habit教室」へのボランティア
協力について調整することと
なった。
●関係機関との調整を行ってい
く必要がある。 Ｂ

16 学習開発や教職
員研修に係る大
学連携の充実事
業

・教職大学院への教員派遣
事業を継続し、教育行政の
課題の解決を図る。
・異年齢学習プラン等の学
習開発を進める。

□教職大学院派遣１名
（継続）
□異年齢学習の研究
発表

学
校
教
育
課

・岐阜大学教職大学院教職実践
開発専攻教育実践開発コースへ
教員を1名派遣。
・上記教員が、異年齢学習（外
国語、特別活動）の実践につい
て研究成果を発表した。

〇「小規模校の異年齢集団を活
かした授業モデルの開発」を
テーマに、伊自良北小学校にお
いて外国語、特別活動で異年齢
学習の授業モデルを開発した。

Ａ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

多
様
な
学
び
を
支
援
・
開
発
・
研
究
す
る
教
育
体
制
の
充
実

⑸　

高
等
学
校
・
大
学
等
と
の
連
携
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

17 交流・遠隔授業
の拡大事業

・ＩＣＴ機器の整備・活用
により、遠隔地の交流、遠
隔授業の推進を図る。

□小規模校において
遠隔授業の実施

学
校
教
育
課

桜尾・梅原・大桑：3回
伊自良南・伊自良北：1回
いわ桜小・伊自良北：1回
いわ桜小・美山小：5回

○WEB会議システム（ZOOM）
を活用。授業を通じて他校と
の交流を深めることができ
た。

Ａ

18 適正規模等検討
の実施事業

・適正規模等検討委員会を
設置し、山県市立小学校及
び中学校適正規模推進基本
方針及び推進計画の見直し
を図り、その取組を推進す
る。

□適正規模等検討委
員会の設置

学
校
教
育
課

・「学校の規模に関するアン
ケート調査」を小中学校、保
育園等の保護者等に実施し
た。
・山県市立小学校及び中学校
適正規模等検討委員会を実施
した。
　第１回　２月９日
　第２回　３月２４日

○「学校の規模に関するアン
ケート調査」の結果を踏まえ
た意見交換ができた。

Ａ

19 異年齢学習の実
践研究事業

・「イエナプラン」の考え
方を取り入れ、異年齢の学
習を教育課程に位置づける
研究を進める。

□異年齢学習の実践
的研究　１校

学
校
教
育
課

・伊自良北小学校において、
外国語（5，6年）と特別活動
（全校）で、異年齢学習の実
践を行った。

〇上級学年から下級学年へ学
びを伝えるような一方向の学
びではなく、双方向で学び合
えるカリキュラムを開発する
ことができた。

Ａ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

多
様
な
学
び
を
支
援
・
開
発
・
研
究
す
る
教
育
体
制
の
充
実

⑹　

小
規
模
校
の
魅
力
化
推
進
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

20 「スクールワイ
ドPBS」の実施
事業

・学校全体で取り組むポジ
ティブな行動支援により、
信頼関係を築き、よさを認
め合い、自己肯定感が高ま
るよう、児童生徒の育成を
図る。

□教員研修の実施

学
校
教
育
課

・人権教育講演会の代替研修
として、岐阜大学の平澤紀子
教授による「人権教育の観点
からみる『スクールワイドＰ
ＢＳ』」の動画視聴を行っ
た。（新型コロナウィルス感
染症対策により、令和２年度
に教員研修を行う予定であっ
た研修会を一年遅れで令和３
年度に実施）

○研修から学んだスクールワイド
PBSの観点「全校組織の活用」
「取組の視覚化」を図ることを通
して「よいことみつけ」を実践し
た。、お互いのよさを認め合う温
かな仲間関係の校風がさらに高
まってきた。

Ａ

21 いじめ防止対策
推進法に則った
組織的な対応及
び評価事業

・学校、教育委員会、市長
部局にいじめ対策に関する
組織を設置し、実効性を高
めるための評価・検証を行
う。

□法に基づく組織の設
置

学
校
教
育
課

・「山県市いじめ問題対策連
絡協議会等条例」を定め、い
じめ対策に関する組織を設置
した。

・令和４年度より「いじめ問
題対策連絡協議会」を年２回
実施し、関係機関との連携を
図っていく。

Ａ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

多
様
な
学
び
を
支
援
・
開
発
・
研
究
す
る
教
育
体
制
の
充
実

⑺　

い
じ
め
等
の
未
然
防
止
と
対
応
の
徹
底
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

22 キャリアパス
ポートの作成・
活用事業

・キャリアパスポートの作
成を通して、自分の生き方
の軸をつくる取組みを推進
する。

□中学校におけるキャ
リアパスポートの作成
100％

学
校
教
育
課

・令和２年度から小・中学校
でキャリアパスポート用の
ファイルを準備し、児童生徒
が書いた目標・振り返り等を
ポートフォリオとしてまとめ
ている。

○児童生徒が自分の取組（生
き方）を振り返ることができ
るキャリアパスポートを作成
することができた。また、小
から中、中から高と確実に引
き継ぎを行った。

Ａ

23 中学生職場体験
週間の実施事業

・全中学校において、地元
企業等と連携し、リアルな
職場体験学習の企画・実施
を図る。

□実施計画の作成

学
校
教
育
課

・実施していない。 ⚫コロナ禍にあることや、受
け入れに関わる企業側の負担
等により受け入れ先との調整
が難しい。
〇各中学校において、様々な
職種の方を講師に招き職業観
や勤労観を高める取組を実施
した。

－

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

山
県
へ
の
愛
着
を
も
ち
、
世
界
に
視
野
を
広
げ
活
躍
す
る
人
材
の
育
成
 

⑻　

地
域
の
未
来
を
考
え
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

24 学校連携型の展
示と体験型美術
館の開発事業

・小学生の教科学習の支援
及び児童生徒の芸術作品の
展示機会の充実を図る。

□中学校も参加

学
校
教
育
課

・山県市子どもの市展を11月
から12月に開催した。
展示数（小中合わせて）
　　　　書写199点
　　　　絵画196点

〇小学校専科教員をはじめ、
図工指導を得意とする特別教
育サポーター等の指導によ
り、技能の高い作品の出展が
増えた。

Ａ

25 部活動連携型の
舞台芸術の推進
事業

・３校合同部活動『山県市
吹奏楽部、山県市演劇部』
を設置し、山県市の舞台芸
術の推進を図る。

□山県市吹奏楽部の
設置                           
□山県市演劇部の設
置

学
校
教
育
課

・市内5小学校アウトリーチ
事業実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・市内3中学校には各学校校
歌の吹奏楽演奏と舞台表現の
動画を配信した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・文化系（美術）のワーク
ショップ実施（伊自良中学
校）

○生の演奏や舞台での表現を
児童、生徒に伝えることは出
来た。また学校側の吹奏楽
部、演劇部のニーズ調査がで
きた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●吹奏楽部、演劇部は設置さ
れたが指導、部活動運営が教
員だけでは大変である。　　　　　　　　
●外部指導者の選定、派遣回
数、費用負担の調整　　　　　　　　

Ｂ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

山
県
へ
の
愛
着
を
も
ち
、
世
界
に
視
野
を
広
げ
活
躍
す
る
人
材
の
育
成
 

⑼　

文
化
施
設
と
学
校
の
連
携
に
よ
る
文
化
ゾ
ー
ン
の
活
性
化
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

26 大桑城跡の国指
定活用推進事業

・大桑城跡の国史跡指定に
向けた調査検討委員会等を
設置し、重要文化財の保
存・活用を推進する。

□試掘調査・文献調査

生
涯
学
習
課

大桑城跡の価値や範囲を明確にするため
各種調査を実施。また調査成果をもとに
報告会、展示会を実施。
・石垣残存箇所２９箇所で測量調査を実
施。
・発掘調査を実施し、伝「台所」で庭園
跡を確認。また曲輪群で珍品を含む多量
の遺物が出土。
・笏谷石製品(狛犬・石廟・五輪塔)の実
測調査を実施。
・調査検討委員会を２回、専門部会を１
回開催し、有識者の指導を拝受。
・調査成果報告会、速報展等を開催。

○大桑城跡に関する調査及び
調査検討委員会等を実施し、
国史跡指定に向けた準備を推
めるとともに、調査成果をも
とに大桑城の魅力を市内外に
情報発信することができた。
●国史跡指定に向け地権者の
同意が困難な箇所がある。

Ｂ

27 デジタルアーカ
イブ資料の作成
事業

・市の貴重な文化財資料に
ついて、デジタル技術によ
り記録し、デジタルアーカ
イブを作成する。

□デジタルアーカイブ
資料の作成事業の実
施

生
涯
学
習
課

笏谷石製狛犬の３次元データを
作成。
市ホームページやフェイスブッ
クを活用し、調査成果等を公
開。

○調査成果をもとに大桑城の
魅力を市内外に情報発信する
ことができた。
●一部の文化財のみデジタル
アーカイブを作成している。

Ｂ

28 「子ども学芸
員」の組織化事
業

・「子ども学芸員」を委嘱
し、関係行事等において活
動できるよう、組織を構築
する。

□「子ども学芸員」の活
用

生
涯
学
習
課

新型コロナウイルス感染症対策
として「子ども学芸員」による
事業は未実施。

●子ども学芸員の活用が図れ
ていない。

Ｄ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

山
県
へ
の
愛
着
を
も
ち
、
世
界
に
視
野
を
広
げ
活
躍
す
る
人
材
の
育
成

⑽　

山
県
市
の
歴
史
的
文
化
財
（
大
桑
城
跡
）
の
活
用
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

29 「山県市合同部
活動」の設置事
業

・生徒の部活動種目の選択
肢を確保し、１０年先を見
据えた「山県市合同部活
動」を組織化する。

□山県市合同部活動
の実施

学
校
教
育
課

・水・土曜日を山県市合同部
活動の日とし、１０部活にお
いて実施した（平日水曜日
は、美山中・伊自良中からス
クールバスで活動場所の高富
中へ移動）。
・合同部活動の入部者数
　伊自良中：１５人
　美山中　：１１人

○複数校の生徒で取り組むこ
とにより、活動を活性化する
ことができた。
●スムーズな合同に向けて、
保護者や指導者に周知してい
く必要がある。

Ｂ

30 小中学校の教員
による教育的運
営事業

・小学校及び中学校の教職
員が、希望により「山県市
合同部活動」の指導ができ
る仕組みを構築する。

□小学校教職員による
山県市合同部活動の
指導の実施 3名

学
校
教
育
課

・小学校教職員が３名指導に
あたった（陸上部１名、ソフ
トボール部２名）。
・各小学校で水曜日の日課を
調整し、小学校教職員が部活
動指導に行きやすい体制をつ
くった。

○小学校教職員が指導するこ
とにより、中学校顧問に時間
的な余裕が生まれた。
●年度末だけでなく、新年度
に転入してきた小学校教職員
にも調査を行い、意欲のある
指導者を見付ける。 Ｂ

31 ＴＳＣとの連携
による個性化実
現事業

・山県市合同部活動とＴＳ
Ｃが連携し、スポーツ等で
個性を伸ばす教育的な仕組
みを構築する。

□山県市合同部活動
とTSCの連携協定を締
結

学
校
教
育
課
・
生
涯
学
習
課

・合同部活動とＴＳＣ中学生ス
クールの連携は、６種目を実施し
た。
【内訳】
「土日はＴＳＣ」→４種目
「土日は部活とＴＳＣ」→１種目
「平日夜ＴＳＣ・土日部活」
　→１種目
山県市合同部活動とＴＳＣの連
携協定について締結に至らな
かった。

○合同部活動種目が増えた
が、ＴＳＣに加入しての活動
が円滑に行われた。
●来年度、地域部活動推進会
議（仮称）を行い、地域移行
への施策を具体的に推進す
る。
●競技力向上のための事業を
来年度展開していきたい。
●指導者研修への参加を促
し、資質の向上に努める。

Ｂ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

山
県
へ
の
愛
着
を
も
ち
、
世
界
に
視
野
を
広
げ
活
躍
す
る
人
材
の
育
成

⑾　

山
県
市
部
活
動
の
活
性
化
の
推
進
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

32 市内図書館の蔵
書管理の一元化
事業

・図書館のみならず小中学
校においても、毎月新しい
本が見られる仕組みを構築
する。

□巡回図書システムの
実施
□図書購入選定委員
会の定期開催

生
涯
学
習
課

・小中学校図書館主任及び読書
指導員への研修を行い、山県市
図書館の新規購入図書の検索
方法と団体貸し出しの活用につ
いて周知した。

○特に小学校の団体貸出しが増
え、山県市図書館新規購入本の
活用につながった。　　　　　　　　
●令和４年度は、小中学校から
のリクエスト本を把握し、購入本
を現場のニ－ズにより合わせたも
のにする。 Ｂ

33 就学前支援図書
館の機能構築事
業

・子育て世代のための読み
聞かせ講座や遊びながらの
知育、受験生等の学びの場
を確保する。

□受験生の学習室の
設置

生
涯
学
習
課

・閲覧室における学習環境を
整え、学習の空間を整備し
た。　　　　　　　　　　　　　
・週一度の未就学児に対する
読み聞かせを実施した。

○閲覧室を学習の場とし、土
曜日曜や、長期休業日に利用
者に活用してもらった。　　　　　　　　
●子育て中の保護者への講座
が令和２・３年度の２年間コ
ロナ感染を考慮して実施しな
かったが、令和３年度より再
開する。

Ａ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

学
び
を
支
援
す
る
安
全
・
安
心
な
教
育
環
境
づ
く
り

⑿　

山
県
市
図
書
館
の
活
性
化
の
推
進
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

・市内中学校体育館について
は、令和２年度に空調設備の
設置を完了した。

○空調設備については、熱中
症及び新型コロナウイルス感
染症対策に活用された。　　　　　　　　　　　　
●燃料代が高騰しているた
め、今後維持管理費の確保が
必要となる。

Ａ

・総合体育館については、令
和２年度に空調設備の設置を
完了した。

○空調設備については、熱中
症及び新型コロナウイルス感
染症対策に活用された。　　　　　　　　　　　　
●燃料代が高騰しているた
め、今後維持管理費の確保が
必要となる。　　　　　　　　　　
●避難所機能充実について、
総合体育館アリーナ照明水銀
灯の生産中止によるＬＥＤ化
や、耐用年数の超えている貯
水槽、エレベータの更新工事
を計画していきたい。　　　　　　　　　　　　　　　

Ａ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

学
び
を
支
援
す
る
安
全
・
安
心
な
教
育
環
境
づ
く
り

⒀　

予
防
的
施
設
管
理
の
充
実

34 避難所機能充実
事業（体育館）

・大規模災害時における避
難所機能の充実及び熱中症
対策のため、市内中学校体
育館及び総合体育館に空調
設備を設置する。

無し

学
校
教
育
課
・
生
涯
学
習
課
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

35 熱中症等の対策
に係る時期・時
間・内容の改善
事業

・児童生徒の安全な教育活
動の実施の原則に立ち、体
育的行事等の見直しを図
る。

（改善）

学
校
教
育
課

体育祭実施時期
・５月実施　　２校
・１０月実施　９校
・１１月実施　１校

〇熱中症の危険性の高い時期
を避け、実施することができ
た。

Ａ

36 重大事故への予
防事業

・重大事態・重大事故に対
する教職員の意識の向上を
図る。
・「ＳＯＳの出し方教育」
の継続・拡大を図る。

□「ＳＯＳの出し方
教育」の実施　小学
校100％

学
校
教
育
課

・小学校で７校実施した。 ●小学校で実施しやすいよう
に、いじめ防止や自殺予防だ
けでなく、性教育も視野に入
れた教材を開発していく必要
がある。

Ｃ

37 いじめ防止基本
方針等の実効性
点検事業

・いじめ防止対策推進法に
則った迅速かつ組織的な対
応状況について検証・点検
を実施し、指導改善を図
る。

□法に則った組織の
設置　100％

学
校
教
育
課

・条例を整備して、いじめ対
策に関する組織を設置した。

・今後は、いじめ防止連絡協
議会を開催し、いじめ防止の
取組についての点検評価を実
施する。

Ａ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

学
び
を
支
援
す
る
安
全
・
安
心
な
教
育
環
境
づ
く
り

⒁　

法
に
基
づ
く
安
全
・
安
心
な
学
校
教
育
の
実
施
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

38 地域の実情を生
かしたＣＳと地
域学校協働活動
本部の連携強化
事業

・学校の課題を解決する学
校運営協議会としての機能
強化を図る。
・地域性を重視した地域学
校協働本部と学校の連携の
あり方を研究する。

□運営協議会の改善

学
校
教
育
課

・各校において2回以上の運
営協議会を実施

〇コロナ禍での学校運営につ
いて、外部の方に説明するよ
い機会になった。
●運営協議会5年目を迎え、会
の持ち方がマンネリ化しない
よう、工夫する必要がある。

Ｂ

39 持続可能な部活
動を目指す地域
連携事業

・ＴＳＣを中核にして、小
学生から一般までの多世代
連携型のスポーツクラブで
活動できる仕組みを構築す
る。（１０年計画）

□山県市合同部活動
とTSCの連携協定を締
結

生
涯
学
習
課

・ＴＳＣとの連携協定の締結
は未締結

○部活動について、ＴＳＣと
の連携協定は締結できていな
いが、令和６年度を目標に地
域連携となるように現在調整
中である。　  　　　　　　　　　　
●部活動を地域へ移行するに
は、指導者の確保や、謝金、
旅費、資格等の必要経費が必
要となるため、運営方法につ
いて検討する必要がある。

Ｃ

40 学校支援パート
ナーの開発事業

・学校コラボレーター会員
の増員とともに、学校支援
パートナーシップ団体を組
織化し、主体的な活動を推
進する。

□学校コラボ登録者１
００名

学
校
教
育
課

・3年度末での登録者62名
（学校見守り隊を含めると
260名）
・毎月学校コラボコーディ
ネーター会を開催し、各校の
コラボ活動の状況を交流し
た。

〇2年度は、コロナ禍であるこ
とを理由に、実施されなかっ
たコラボ活動（読み聞かせ
等）が徐々に行われるように
なった。
●多様な教育活動に対応し
た、新たなコラボ人材等を進
めていく必要がある。

Ｂ

41 子ども文化クラ
ブとの連携によ
る個性化構築事
業

・子どもが参加できる多様
な学びや体験の場を開発す
る。

□新規１教室の開設

生
涯
学
習
課

・新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、理事会は講座
を中止とした。
・多様な学びや体験として、
プログラミング教室・消しご
むはんこづくり教室を実施

○子ども文化クラブは休講と
なったが、新規講座を2種開講
し、多様な学びや体験の場を
提供できた。
●やまがた子ども文化クラブ
の指導者の高齢化や新たな指
導者の確保が困難。

Ａ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

学
び
を
支
援
す
る
安
全
・
安
心
な
教
育
環
境
づ
く
り

⒂　

地
域
の
教
育
力
を
生
か
し
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
充
実
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主要施策 事業内容 実績 成果（〇）・課題（●）

42 統合型校務支援
システムの導入
事業　

・岐阜県統合型校務支援シ
ステムを導入する。

□小学校への統合型
校務支援システム導入
100％(R4年度目標前
倒し)

学
校
教
育
課

R4.1小学校9校の校務支援シ
ステムの導入完了。

○遅滞なくシステム導入完
了。また、WEB媒体による導
入研修についても当該年度に
実施済。 Ａ

43 電子黒板、デジ
タル教科書等Ｉ
ＣＴ環境の整備
事業　

・電子黒板・指導用デジタ
ル教科書の整備を推進す
る。
・すべての教職員がＩＣＴ
を活用した授業等を行う。

□小中学校指導用デ
ジタル教科書整備
100％

学
校
教
育
課

小中学校指導用デジタル教科
書整備率100％

○現行の小中学校指導用デジ
タル教科書については整備が
完了した。

●回線利用が集中する時間帯
によっては多少動作遅延が生
じる場合がある。

Ａ

44 WEB会議システ
ムによる遠隔会
議の実施事業　

・WEB会議システムが利用
できるICT環境を整備す
る。
・教職員のWEB会議により
出張の負担を軽減する。

□中学校間における
WEB会議の実施 学

校
教
育
課

中学校間だけでなく小・中を
跨ぐ会議等にも幅広く実施。

○市内共通の4アカウントを
共同利用し、WEB会議の積極
利用ができた。

Ａ

45 主体的研修事業 ・教職員のキャリア形成に
応じ主体的に研修できるシ
ステムを構築し、資質・能
力の向上の効率化を図る。

□優秀教員の公開授
業と研究会の実施 学

校
教
育
課

・各校で優秀教員（エクセレ
ントティーチャー）を選出
し、コロナ対策を講じて公開
授業と研究会を行った。

○令和２年度よりは、エクセ
レントティーチャーの公開授
業・研究会を実施できた。
●校内での公開授業・研究会
が多かった。コロナ禍でも、
他校への参観や受け入れがで
きる工夫が必要である。

Ｃ

46 学校事務の共同
実施による効率
化事業

・学校事務の効率化・共同
化を図り、教職員の時間外
勤務時間を短縮する。

□時間外勤務時間（週
45時間・年間360時間）
を超える教職員への対
応 学

校
教
育
課

・各校教職員の毎月の時間外
勤務時間を把握。学校訪問等
で長時間勤務の改善に向けた
助言を実施。
・45時間を超える職員につい
ては管理職が面談を実施。
・事務共同実施協議会におい
て、学校事務の効率化につい
て検討。

〇前年度比で小中学校とも時
間が勤務時間が6時間程度減
少。
小学校33：18（5：35減）
中学校40：30（6：39減）
●32％の職員が45時間以上の
時間外勤務。
〇4回の事務共同実施協議会
を実施。業務改善ヘ向けた決
定事項5項目。

Ｂ

様式第２号　　　　  　　　　　　　      　　　　　　　　　事務事業の執行状況　点検評価シート　    　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山県市教育委員会

重点目標 令和３年度の実績・成果と課題

事業

重点
施策

令和３年度の目標
担
当
課

評
価

働
き
方
改
革
と
教
職
員
の
資
質
・
能
力
の
向
上

⒃　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
チ
ョ
イ
ス
に
よ
る
教
師
力
向
上
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第３章 点検評価委員会の意見（令和３年度の評価）

（1）点検評価委員からの意見（要約）

共通の視点 やまがた教育ビジョン２０２０

・「ＯＮＥ山県構想」の具体が見える化されつつあり、地域の教育力を生かした豊かな

教育活動の可能性が感じられる。

・子ども一人一人にあった多様な学びが選択できる場や教育システムを検討するとよ

い。

４６の事業 No ２ ICT 整備活用事業

・市内全小中学校の児童生徒に１人１台のタブレットが配布され、持ち帰りに伴う規

定の策定は完了しているが、インターネットの接続に伴う Wi-Fi 環境の整備につい

て各家庭環境によって異なるため契約内容等の協議が必要である。

・学習への活用拡大を進めている。ソフトが充実しないと活用は進まない。有用なア

プリ等の導入を検討できるとよい。

・毎日の持ち帰りは実施していない。非常時に関わらず日常的に持ち帰れるとよい。

４６の事業 No ５ 小学校高学年専科教員の配置事業

・小学校高学年教科担任制の推進は素晴らしい。学級を母体とするのではなく大学の

ように教科の教室へ生徒が出向いて教科の学習をするというような考えを検討で

きるとよい。

４６の事業 No ８ 自然体験学習の充実事業

・「やまがた森と川の学校」こうした体験は将来山県市を離れる子たちの心に深く刻

まれるもの。自然の素晴らしさとともに自然の怖さ、時に川を渡る体験など個人で

は絶対にできない体験事業である。今後も継続を希望する。

・企画から運営まで学校の人員だけでは困難な事業であるため、専門的な外部人材の

活用をしてながら進めてもらいたい。
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４６の事業 No 1０ 起業家教育の開発事業

・自分の街に誇りをもち、新しい時代に歩む子ども達にとって価値のある取り組み。

先ずは山県市の偉人や起業家に学ぶことから考えてはどうか。起業家教育と職業体

験をキャリア教育としてのくくりとすることで、統合することも検討できるとよ

い。

４６の事業 No １１ 関係機関との連携・切れ目のない支援の充実事業

・限られた財源、人材の有効活用を考えると県や他市の施設の活用や民間の機関の活

用に重点を置くことも必要。現在は「教育センター」の職員が専門的な知識やこれ

までの経験を生かし、困り感をもつ児童生徒やその保護者の気持ちに寄り添った支

援をしている。今後は民間団体や県、他市町とも連携をし、困ったらまずは「子ども

サポートセンター(仮)」へ行って相談をすればいいという認識を持ってもらえるよ

うに「子どもサポートセンター(仮)」の設置に向けて設置計画案の作成をめざして

いく必要がある。

４６の事業 No １４ 未来塾・放課後子ども教室の充実事業

・地域未来塾については令和４年度から高富中央公民館・美山中央公民館・伊自良中

央公民館の３会場で実施しており、今後も未来を担う子どもたちの豊かな学びや成

長を支えるため、学校・家庭・地域が連携・協働を推進してもらいたい。

４６の事業 No １７ 交流・遠隔授業の拡大事業

・WEB 会議システムの整備により、移動することなく他校と交流ができるようになっ

た。このシステムにはグループ分けや録画等機能面も充実しているので今後の授業

にも生かしてもらいたい。

４６の事業 No ２０ 「SW-PBS」の実施事業

・令和３年度は教職員研修会で「SW-PBS」の研修を受けたことで、多くの学校で「SW-

PBS」の理念にのっとった「よいことみつけ」が実践された。令和４年度は高富小学

校が「SW-PBS」中心校として実践を積み重ねている。このような活動を市内全体の

学校に広めていけることが望ましい。
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４６の事業 No ３１ ＴＳＣとの連携による個性化実現事業

・中学校部活動に指導者協力をいただいている TSC に対して、合同部活動を始め、地

域移行に関わる説明の機会をもつことが必要である。

・競技力向上のためには、技能・人格・指導力供に優れた指導者が必要である。「岐阜

県地域部活動指導者育成研修会」・山県市体育協会加盟競技団体の協力等を通じ、育

成と確保が必要である。

・平日の放課後の合同部活動について、現在３台のスクールバスにより送迎をしてい

る。今後も運行を継続してほしい。

４６の事業 No ３５ 熱中症の対策に係わる時期・時間・内容の改善

・運動会の時期を全市の学校が変えた取り組みは素晴らしい。熱中症だけでなく、児

童生徒の健康や安全を第一に考え、前例にとらわれない開催時期を模索していくこ

とが重要である。

４６の事業 No ４２ 統合型校務支援システムの導入事業

・統合型校務支援システムを導入していただき、事務作業の負担軽減にもつながる。

システムの活用を標準化していくとともに、今後追加される機能があれば速やかに

周知・展開を図り、事務作業の軽減になるとよい。

４６の事業 No ４４ ＷＥＢ会議システムによる遠隔会議の実施事業

・ＷＥＢ会議システムの導入により業務効率化だけでなく出張旅費の削減等費用面の

効果もある。現在では、市内全小中学校でこのシステムを使いこなせているため、

今後も有効活用していきたい。
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○山県市教育委員会点検評価実施要綱

平成２１年２月２７日

教育委員会告示第７号

改正 令和３年３月２６日教委告示第４号

（目的）

第１条 この要綱は、山県市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評

価を行うことで、山県市教育行政の推進体制を一層充実させ、教育水

準の向上を図り、もって市民の期待に応えるために必要な事項を定め

ることを目的とする。

（点検評価の実施及び体制）

第２条 教育委員会は、前年度の教育委員会の取組みについて、点検評

価を行う。

２ 教育委員会は、前項の点検評価を適正なものとするため、外部の学

識経験者によって構成する山県市教育委員会評価委員会（以下「評価

委員会」という。）の意見を聴かなければならない。

（評価事項）

第３条 教育委員会は、前年度の取組みについて、次の各号に掲げる内

容の点検評価を実施する。

（１） 教育委員会の活動状況 教育委員会会議の実施状況 調査活

動の状況等

（２） 事務事業の執行状況 山県市教育振興基本計画に掲げる主要

施策の施行状況及びその成果

（３） 前年度の点検評価結果への対応状況 前年度の点検評価結果

において次項による達成度の評価が C 又は D とされた事務事業に対す

る対応の状況

２ 前項の点検評価においては、次の４区分により達成度の評価を行

う。

A 順調に達成しているもの

B おおむね順調に達成しているもの
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C 達成見込みであるが課題があるもの

D 順調でないもの

３ 第１項各号に定める点検評価は、それぞれ様式第１号から様式第３

号により行う。

（点検評価の手順）

第４条 点検評価を実施するに当たっては、事務局各課がその所管する

事務事業等について第一次評価を行う。

２ 教育委員会は、第一次評価の結果を基に、第２条第２項に規定する

評価委員会の意見を聴いたうえで、教育委員会会議において最終評価

を行う。

３ 教育委員会は、前項の評価結果を報告書にまとめ、議会に提出す

る。

４ 教育委員会は、前項の報告書を教育委員会のホームページに掲載す

るほか、広報等を利用し市民に公表する。

（庶務）

第５条 点検評価の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

（補則）

第６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要

な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（令和３年３月２６日教委告示第４号）

この告示は、令和３年４月１日から施行する。
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○山県市教育委員会点検評価委員会設置要綱

平成２１年２月２７日

教育委員会告示第８号

改正 平成２８年６月２８日教委告示第７号

令和３年３月２６日教委告示第３号

（設置）

第１条 山県市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が、その権限

に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うに当

たり、透明性及び客観性を確保するため、山県市教育委員会点検評価

委員会（以下「評価委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 評価委員会は、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行

の状況について、外部の視点から評価を行い、教育委員会に評価結果

を報告する。

（組織）

第３条 評価委員会は、委員１０人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

（１） 教育学その他教育行政に関する専門知識を有する者

（２） 学校関係者

（３） 保護者

（４） 民間における企業体、団体等の関係者

（５） その他教育長が適当と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（委員長）

第５条 評価委員会に委員長を置く。

２ 委員長は、委員の互選により定める。

３ 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
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４ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその

職務を代理する。

（会議）

第６条 評価委員会は、委員長が招集し、その会議の議長を務める。

２ 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことがで

きない。

３ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、

意見を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

（庶務）

第７条 評価委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

（補則）

第８条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な

事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年６月２８日教委告示第７号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和３年３月２６日教委告示第３号）

この告示は、令和３年４月１日から施行する。
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山県市教育委員会点検評価委員

（敬称略）

委員長 平 澤 紀 子 岐阜大学大学院教育学研究科教授

副委員長 早 川 三根夫 前岐阜市教育長

委 員 古 川 雅 一 市議会厚生文教委員会委員長

委 員 民 谷 千壽子
NPO 法人 Team-yamagata Sports

Club 理事長

委 員 宮 川 誠
中部学院大学・中部学院大学短期大

学部附属幼稚園 園長

委 員 大 村 統 子 小中学校長会会長（高富小学校）

委 員 五十川 利奈 市ＰＴＡ連合会代表 （伊自良中学校）


